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【経営理念】

企業は人によって支えられ人によって繁栄する。

社員はじめ、人々の幸福を保障する為に存続しなければならない。

存続と発展の根源は利益であり、利益は顧客によってもたらされる。

この理念をもって、

“世界に誇れる企業を創り上げる”

【基本方針】

『顧客第一主義』

『重点主義』

『総員営業主義』

業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況の概要

　取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の

適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。

①　経営方針

　当社は、以下の経営理念を経営の拠り所とする。

　また、経営理念を具現化するための基本方針を以下のとおりとする。

②　コーポレートガバナンスの基本方針

　当社は、お客様に満足いただけるソリューション・サービスを提供し続けるために、公正かつ

効率的な経営に取り組むべく、コーポレートガバナンスの充実を重要課題と考える。適確・明確

な経営の意思決定、迅速な業務執行、適切・適正な監督・モニタリングが機能する経営体制の構

築に努めるとともに、役員・従業員の法令遵守を徹底する。さらに、株主・顧客をはじめとする

ステークホルダーの期待に応えるため、継続的に企業価値を高めていくことをコーポレートガバ

ナンスの基本方針とする。

③　取締役・使用人の職務執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

　当社は、経営方針に則った「キューブシステムグループ行動原則」の下、企業活動上求められ

るあらゆる法令・規則等の遵守はもとより、社会規範に則した誠実かつ透明性の高い企業活動を

遂行すると定めており、以下を励行する。
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１）当社の経営理念および経営方針の下に、代表取締役が折に触れその志を役職員に伝え、コン

プライアンスは経営の基盤をなすものであるとの認識を徹底する。また、コンプライアンス

委員会 委員長は、取締役および使用人の法令遵守意識の定着と運用の徹底を図るため、当

社グループよりコンプライアンス委員を選任し、定期的に委員会を開催していくとともに、

全社横断的な啓発、研修等必要な諸活動を推進する。

２）当社グループの事業に従事する者からのコンプライアンス上の問題に関する通報に対して適

切な処理を行うため、内部通報制度の運用に関する「内部通報取扱規程」を制定するととも

に、通報先を社内および社外とする通報等窓口を設置する。是正、改善の必要性がある場合

については、速やかに適切な措置をとる。

３）前項の通報等を行った者に対し、当該通報を行ったことを理由として不利益な扱いをするこ

とを禁ずる。

４）内部監査室は、コンプライアンスの状況についての監査を行う。監査を受けた部署に是正、

改善の必要性がある場合については、速やかにその対策を講ずる。

５）当社は2006年４月から執行役員制度を導入している。2015年６月25日より経営の監督と執行

の分離を進めるため、当該制度の内容を改定し、業務執行における責任の明確化を図るとと

もに、社外取締役を選任することにより、取締役会の業務執行に対する監督強化、ならびに

意思決定の迅速化による経営の健全性・効率性の確保に努める。

６）代表取締役、取締役、および当社と委任契約となる執行役員の人事や報酬等に関する決定プ

ロセスにおいて、社外役員の知見および助言を活かすとともに、透明性および客観性を確保

し、コーポレートガバナンス機能の一層の強化を図ることを目的に、独立役員を中心とした

任意の委員会である「指名・報酬諮問委員会」を設置する。

７）反社会的勢力に対して、組織全体として毅然とした態度で臨み、反社会的勢力および団体と

の取引関係を排除し、その一切の関係を持たない。

８）当社グループの内部統制システムについての全般的統制の所管部署を、内部統制・統合リス

ク管理会議とし、社長執行役員配下に設置する。

（運用状況）

　当社グループの全役職員を対象にコンプライアンス研修を年２回実施し、企業倫理遵守の重要性

について周知徹底しております。

　当社グループの事業に従事する者からのコンプライアンス上の問題に関する通報に対して適切な

処理を行うため、「内部通報取扱規程」に基づき内部通報窓口を設置し、是正、改善の必要性があ

る場合については、すみやかに適切な措置をとっております。
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　独立役員を委員長とする「指名・報酬諮問委員会」を開催し、社外取締役が委員として意見等を

適宜述べております。委員会においては、取締役候補者の選任・選定や役員等に係る報酬の妥当性

を審議し取締役会に答申しています。

④　取締役の職務の執行に係わる情報の保存および管理に関する体制

　取締役の職務の執行に係わる以下の文書（電磁的媒体を含む）および重要な情報は、法令・定

款ならびに「取締役会規程」、「職務権限規程」および「文書管理規程」、その他社内諸規程に

従い記録し、保存する。取締役および監査役は、その職務上必要あるときは常時、これらの文書

等を閲覧できる。

・株主総会議事録と関連資料

・取締役会議事録と関連資料

・取締役が主催するその他の重要な会議の議事の経過の記録または指示事項と関連資料

・その他取締役の職務の執行に関する重要な文書

（運用状況）

　法令・定款ならびに「取締役会規程」、「職務権限規程」および「文書管理規程」、その他社内

諸規程に従い、株主総会議事録、取締役会議事録、その他取締役の職務の執行に係わる文書および

重要な情報を記録・保存し、取締役および監査役が職務上必要あるときは速やかに閲覧できる状態

にしております。

⑤　損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　「取締役会規程」、「経営会議規程」、「執行役員規程」および「職務権限規程」を定め、業

務の遂行は、所定の決裁、承認を得た後に行う。

　コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティ等に係わるリスク管理による経営基

盤の強化を図るため、内部統制・統合リスク管理会議を設置する。そして、当該会議の配下に、

コンプライアンス委員会、セキュリティ推進委員会および働き方改革推進委員会を設置する。ま

た、上記の各委員会および当該業務所管部署において、それぞれその所管の対象事項・リスク管

理について策定・配布した規則・ガイドライン、マニュアル等の遵守・励行を図り、適宜その周

知のための研修を実施する。なお、またこれら規則・ガイドライン、マニュアル等は、適宜見直

してその整備を図る。

　事業活動に伴うリスクについては、必要に応じ経営会議、内部統制・統合リスク管理会議およ

び取締役会で審議し、適切な対策を講じ、リスク管理の有効性の向上を図る。
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　内部監査室は、各委員会および当該業務所管部署と連携し、各部室のリスク管理体制の有効性

についての監査を実施する。これらの結果判明したリスク管理上の問題点を社長執行役員ならび

に監査役会に報告する。社長執行役員は、重大な改善事項があると認めた場合、被監査部室に対

し改善の指示を行う。被監査部室は、改善事項についての改善状況を遅滞なく社長執行役員およ

び内部監査室に報告する。内部監査室はその改善状況を必要に応じ監査役会または、経営会議に

報告する。

（運用状況）

　コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティ等に係わるリスク管理による経営基盤

の強化を図るため、内部統制・統合リスク管理会議（年５回開催）を設置しております。さらに、

当該会議の配下に、コンプライアンス委員会、セキュリティ推進委員会および働き方改革推進委員

会を設置し、それぞれその所管の対象事項・リスク管理について策定・配布した規則・ガイドライ

ン、マニュアル等の遵守・励行を図り、適宜その周知のための研修を実施しています。

　事業活動に伴うリスクについては、必要に応じ経営会議、内部統制・統合リスク管理会議および

取締役会で審議し、適切な対策を講じ、リスク管理の有効性の向上を図っております。

　内部監査室は、各委員会および当該業務所管部署と連携し、各部室のリスク管理体制の有効性に

ついての監査を実施し、監査上判明したリスク管理上の問題点を社長執行役員に報告しています。

社長執行役員は、重大な改善事項があると認めた場合、被監査部室に対し改善の指示を行っており

ます。被監査部室は、改善事項についての改善状況を遅滞なく社長執行役員および内部監査室に報

告し、内部監査室はその改善状況を必要に応じ監査役会または、経営会議に報告しております。

⑥　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　以下の経営管理システムを用いて、取締役の職務の執行の効率化を図る。

１）取締役会規程、職務権限規程・意思決定ルール

２）経営会議（執行役員を構成員とする）による会社経営全般の重要事項の審議・検討

３）事業計画策定会議による事業計画の策定、事業計画に基づく業績目標と予算の設定と、ITシ

ステムを活用した月次・四半期業績管理の実施

４）経営会議および取締役会による月次業績のレビューと改善策の実施

５）独立役員を中心とした任意の委員会である「サステナビリティ・ガバナンス委員会」による

取締役会全体の実効性分析・評価

６）システム開発会議による、高難度および大規模等の注視プロジェクト状況の把握

７）IR会議による、適時開示情報内容の適法性、妥当性の審議・検討
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（運用状況）

　当社は、取締役会規程等に基づき、取締役会における決議事項等の意思決定のルールを明確に

し、当事業年度においては、取締役会を計17回開催し、所定の事項につき審議しております。ま

た、当社は執行役員制度を導入し、業務執行における責任の明確化を図るとともに、意思決定の迅

速化による経営の健全性・効率性の確保に努めております。

　また、サステナビリティ・ガバナンス委員会の指示によりサステナビリティ・ガバナンス委員会

事務局が前期評価結果に対する今期の棚卸を実施するとともに、すべての取締役・監査役に対し取

締役会の実効性に対するヒアリングを実施しております。

　今後、サステナビリティ・ガバナンス委員会において評価を実施し、取締役会においてガバナン

スに対する課題を共有し、取締役会の実効性評価を高めるために必要な改善策について議論、検討

を実施いたします。なお、結果については本総会後に開示を予定しております。

⑦　当社および当社グループ会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

　内部統制・統合リスク管理会議が当社グループにおける内部統制を総括的に推進・管理する。

また、内部監査室は当社グループの内部監査を実施する。内部監査の結果を内部監査報告書とし

て取りまとめ、社長執行役員および監査役会に提出する。監査結果により是正処理を必要とする

ものは、被監査部室または被監査会社に対し改善事項の指摘・指導を行う。また、監査結果を踏

まえ、全社的に内部統制の有効性・効率性向上に寄与する事項などを全社部長会ならびに業務統

括定例会議にて適宜報告する。

　内部統制・統合リスク管理会議は内部監査室と内部統制に関する協議や情報交換を定期的に行

うなど緊密な連携を図る。

　「子会社管理規程」により、子会社の経営上の重要事項については当社承認事項または報告事

項とする。承認事項は、承認後の実行状況および結果について当社に随時報告しなければならな

い。

　子会社の役員は職務執行を通じ、業務の適正性向上を図るとともに、子会社の会議体運営等に

おいて情報収集並びに監督を行う。

（運用状況）

　内部統制・統合リスク管理会議が当社グループにおける内部統制を総括的に推進・管理を行って

おります。当該会議体は、内部統制監査を担当する内部監査室と内部統制に関する協議や情報交換

を定期的に行うなど緊密な連携を図っております。また、当社取締役会は、毎事業年度、内部統制

システムの整備・運用状況について確認しております。
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　子会社の経営上の重要な事項については、親会社に所属し子会社の役員に任命されたものおよ

び、経営会議または取締役会の事務局が適宜実行状況を把握し、子会社管理規程に従い承認・報告

がなされています。

⑧　監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人の取締役からの独

立性および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

　監査役の職務を補助する組織を事業企画部、財務経理部、人事部および総務部とするが、監査

役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、人数および人選等については、監査

役と取締役が協議して決定する。監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役の要請に基づき補

助を行う際は、監査役の指揮命令に従うものとする。

　また、内部監査室が必要に応じ監査業務を補助し、監査役会との協議により監査役の要望した

事項の内部監査を実施し、その結果を監査役会に報告する。内部監査室の人事（任免、異動、懲

戒を含む）については予め監査役会と協議する。

（運用状況）

　監査役の職務を必要に応じて、事業企画部、財務経理部、人事部および総務部が補助するほか、

内部監査室が監査役会との協議により監査役の要望した事項の内部監査を実施し、その結果を監査

役会に報告しております。

⑨　取締役および使用人が監査役会に報告するための体制その他の監査役会への報告に関する体制

および報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保

するための体制

１）取締役は、法令・定款および社内諸規程に従い次に定める事項を監査役会に報告する。但

し、監査役が出席した会議で開示、説明された事項は、原則として報告におよばないものと

する。

ａ．当社グループに著しい損害をおよぼす恐れのある事項

ｂ．内部統制システムの運用状況

ｃ．毎月の経営状況として重要な事項

ｄ．重大な法令・定款違反

ｅ．コンプライアンス委員会への通報状況および内容

ｆ．その他コンプライアンス上重要な事項

２）使用人は前項ａ.およびｄ.に関する重要な事実を発見した場合は、監査役に直接報告するこ
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とができるものとする。

３）監査役への報告をした者に対して、不利益な取扱いを行うことを禁ずる。

（運用状況）

　取締役および使用人は、法令・定款および社内諸規程に従い、当社グループに著しい損害をおよ

ぼす恐れのある事項等を監査役会に報告しております。なお、監査役への報告をした者に対して、

不利益な取扱いを行うことは禁じています。

⑩　その他監査役会の監査が実効的に行われていることを確保するための体制

　重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握できるようにするため、監査役は取締役会

および経営会議に出席し、また、監査役が希望した場合にはその他重要な会議に出席できるもの

とする。また、代表取締役、監査法人それぞれとの間で定期的または必要に応じ意見交換の機会

を設定する。

（運用状況）

　重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握できるようにするため、監査役は取締役会お

よび経営会議の出席に加えて監査役が希望する事業計画策定に係る会議等に出席し、執行状況を把

握しております。また、代表取締役、監査法人それぞれとの間で四半期に一度、または必要に応じ

意見交換の機会を設定しております。

⑪　監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行につ

いて生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

　監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理については、通常の監査費用は予算

化するとともに、いわゆる有事の際の費用は監査役の職務の執行に必要でないと認められる場合

を除き、所定の手続に従い、これに応じるものとする。監査役が監査役職務の執行にあたり必要

と認めるときは、弁護士、公認会計士、専門機関等の外部専門家を自らの判断で起用することが

できる。

（運用状況）

　監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理については、通常の監査費用は予算化

し、有事の際の費用は監査役の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、所定の手続に従

い、これに応じています。
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⑫　財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制

　当社グループは金融商品取引法の定めに従い、健全な内部統制環境の保持に努め、全社レベル

ならびに業務プロセスレベルの統制活動を強化し、有効かつ正当な評価ができるよう内部統制シ

ステムを構築し、適切な運用に努めることにより、財務報告の信頼性と適正性を確保する。

（運用状況）

　当社グループは開示書類の一層の信頼性向上のため、内部統制システムを活用し、計算書類や有

価証券報告書等の作成プロセスやその適正性の確認を行っております。

⑬　反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその整備状況

　当社は、反社会的勢力には毅然として対応し、利益供与は一切行わないことを「コンプライア

ンス規程」において基本方針として規定し、役員および使用人に遵守させる。

　原則全ての新規取引先企業（但し、国有企業をはじめとする一部公的機関等を除く）と反社会

的勢力との関係排除について規定した契約書を取り交わし、取引開始前に当該企業集団が反社会

的勢力と関係していないことを確認する。

　また既存取引先についても、各種データベースを利用して定期的に反社会的勢力との関係性が

ないことを確認する。

（運用状況）

　当社は、反社会的勢力には毅然として対応し、利益供与は一切行わないことを「コンプライアン

ス規程」において基本方針として規定し、コンプライアンス研修を実施することで、役員および使

用人に遵守させています。

　原則全ての新規取引先企業（但し、国有企業をはじめとする一部公的機関等を除く）と反社会的

勢力との関係排除について規定した契約書を取り交わし、取引開始前に当該企業集団が反社会的勢

力と関係していないことを確認しております。

　また既存取引先についても、各種データベースを利用して定期的に反社会的勢力との関係性がな

いことを確認しております。

（最終改定　2022年５月18日）
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（2023年４月１日から2024年３月31日まで）
(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 1,400,228 1,491,474 6,459,029 △503,601 8,847,130

当期変動額

剰余金の配当 △661,385 △661,385

親会社株主に帰属する
当期純利益

1,067,147 1,067,147

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

-

当期変動額合計 - - 405,761 - 405,761

当期末残高 1,400,228 1,491,474 6,864,791 △503,601 9,252,892

その他の包括利益累計額

純資産合計その他有価証
券評価差額金

為替換算
調整勘定

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括利益
累計額合計

当期首残高 509,026 30,209 230,182 769,418 9,616,548

当期変動額

剰余金の配当 △661,385

親会社株主に帰属する
当期純利益

1,067,147

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

137,705 13,162 △39,348 111,518 111,518

当期変動額合計 137,705 13,162 △39,348 111,518 517,280

当期末残高 646,731 43,371 190,833 880,937 10,133,829

連結株主資本等変動計算書

（注）金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表
１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

（１）連結の範囲に関する事項

　連結子会社の数 ３社

　連結子会社の名称 株式会社北海道キューブシステム

CUBE SYSTEM VIETNAM CO.,LTD.

上海求歩信息系統有限公司

（２）連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社のうち、CUBE SYSTEM VIETNAM CO.,LTD.及び上海求歩信息系統有限公司の決算日は12月31日

であります。

連結計算書類の作成に当たって、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく計算書類を使用しておりま

す。

（３）会計方針に関する事項

　１）重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

満期保有目的の債券………償却原価法

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

                      時価法（評価差額は部分純資産直入法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定しております。）

市場価格のない株式等

                      移動平均法による原価法

なお、投資事業組合への出資（金融商品取引法第2条第2項の規定によ

り有価証券とみなされるもの）については、組合契約に規定される決

算報告日に応じて入手可能な直近の決算書を基礎とし、持分相当額を

純額で取り込む方法によっております。

②　棚卸資産

仕掛品………………………個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法）によっております。
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　２）重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）

当社及び国内連結子会社は定率法を採用しております。ただし、建物及び2016年４月１日以降取得し

た建物附属設備については、定額法を採用しております。また、在外連結子会社は定額法を採用して

おります。主な耐用年数は次のとおりであります。

建物　　　　　２年～39年

　３）重要な引当金の計上基準

　①　賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、翌連結会計年度支給見込額のうち当連結会計年度負担額を計

上しております。

　②　役員賞与引当金

役員の賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。

　③　受注損失引当金

受注契約に係る将来の損失に備えるため、将来の損失が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見

積ることが可能なものについては、将来に発生が見込まれる額を計上しております。

　④　株式報酬引当金

株式交付規程に基づき取締役等に対する株式給付債務の当連結会計年度末給付見込額を計上して

おります。

　４）退職給付に係る会計処理の方法

　①　退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法

については、給付算定式基準によっております。

　②　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時に全額費用処理しております。

数理計算上の差異は、３年による定率法により翌連結会計年度から費用処理しております。

　③　未認識数理計算上の差異の会計処理方法

未認識数理計算上の差異については、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他の包括利益

累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。
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報告セグメント

システムソリューション・サービス

　一時点で移転される財又はサービス 11,859

　一定の期間にわたり移転される財又はサービス 18,009,572

　顧客との契約から生じる収益 18,021,432

　その他の収益 －

　外部顧客への売上高 18,021,432

　５）重要な収益及び費用の計上基準

　顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足

する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

　①　開発サービス

開発サービスの主な内容は、受注制作のソフトウェア開発（ソフトウェアの設計、開発、テスト

等の工程）及び保守運用サービス（機能追加・機能改善・システム維持管理等）であります。

開発サービスの履行義務は、契約上合意した顧客仕様のソフトウェア開発及び保守運用サービス

の納品、提供をすることであります。これらのサービスは、顧客に移転する履行義務を充足する

につれて、一定の期間にわたり収益を認識しております。履行義務の充足に係る進捗度の測定

は、各報告期間の期末日までに発生したプロジェクト原価が、予想されるプロジェクト原価の合

計に占める割合に基づいて行っております。

また、契約の初期段階において、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができな

いが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しており

ます。

　②　ライセンスの供与

他社からライセンスを仕入れて顧客にそのライセンスを提供するサービス契約に関しては、財又

はサービスを顧客に移転し当該履行義務が充足された一時点で収益を認識しております。

２．収益認識に関する注記

（１）顧客との契約から生じる収益を分解した情報

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

（２）顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

　「１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等（３）会計方針に関する事項　

５）重要な収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
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当連結会計年度

期首残高 期末残高

　顧客との契約から生じた債権 2,533,282 2,795,066

　契約資産 168,906 137,679

　契約負債 11,824 15,296

（３）当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

　　　１）契約資産および契約負債の残高等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

　当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、9,652千円で

す。

　契約資産は、顧客との間で締結した請負契約について期末日時点で履行義務が完了しておりますが、未請

求となっているサービスに係る対価に対する当社の権利に関するものです。契約資産は、対価に対する当社

の権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。当該履行義務に関する対

価は、顧客との契約に従い、成果物について顧客による検収を受けた後に請求し、対価を受領しておりま

す。

　契約負債は、主に、一定の期間にわたり充足される履行義務として収益を認識する顧客との契約につい

て、契約に定められた支払条件に基づき顧客から受け取った期間分の前受金に関するものであり、収益の認

識に伴い取り崩されます。

　　　２）残存履行義務に配分した取引価格

　当社グループでは、当初の予想契約期間が１年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を適用

し、記載を省略しております。

３．連結貸借対照表に関する注記

　　有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　　593,443千円

４．連結株主資本等変動計算書に関する注記

（１）当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

　　　　普通株式　　　　　　　　　　　　　　 15,750,000株
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決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

1株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

2023年４月12日
取締役会

普通株式 425,176 27 2023年３月31日 2023年６月５日

2023年11月１日
取締役会

普通株式 236,209 15 2023年９月30日 2023年12月４日

決議
株式の
種類

配当の
原資

配当金の総額
（千円）

1株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

2024年４月24日
取締役会

普通
株式

利益
剰余金

314,945 20 2024年３月31日 2024年６月３日

（２）剰余金の配当に関する事項

１）配当金支払額

（注）上記の配当金の総額には、役員報酬ＢＩＰ信託口が保有する当社株式に対する配当金（2023年４月12

日取締役会決議分15,824千円、2023年11月１日取締役会決議分8,791千円）が含まれております。

２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（注）2024年４月24日の取締役会による配当金の総額には、役員報酬ＢＩＰ信託口が保有する当社株式に対

する配当金11,722千円が含まれております。

５．金融商品に関する注記

（１）金融商品の状況に関する事項

１）金融商品に対する取組方針

　当社グループは、資金運用については一時的な余資を安全性の高い金融資産で運用し、また、資金調

達については、短期的な運転資金を主に銀行借入により調達しております。なお、デリバティブ取引は

行っておりません。

２）金融商品の内容及びそのリスク

　営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。

　有価証券及び投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及びその他有価証券として保有している業務

上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

　営業債務である買掛金は、そのほとんどが１ヶ月以内の支払期日であります。

　借入金は、主に短期的な運転資金に係る資金調達を目的としたものであり、返済日は最長で決算日後

６ヶ月であります。
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連結貸借対照表
計上額

時価 差額

有価証券及び投資有価証券

満期保有目的の債券 702,328 697,635 ▲4,693

その他有価証券 1,093,633 1,093,633 －

資産計 1,795,961 1,791,268 ▲4,693

３）金融商品に係るリスク管理体制

①　信用リスク（取引先の契約不履行に係るリスク）の管理

　受注業務規程に従い、営業債権について、顧客の状況を定期的にモニタリングし、顧客ごとに期

日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図ってお

ります。なお、連結子会社についても同様の管理を行っております。

②　市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

　外貨建ての営業債権について、その金額は僅少であり、為替リスクも僅少であります。

　有価証券及び投資有価証券について、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握

し、また、満期保有目的の債券以外のものについては、取引先企業との関係を勘案して保有状況を

継続的に見直しております。

　なお、月次の取引実績は、取締役会に報告しております。

③　資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

　毎月、月次資金繰り表を作成し取締役会に報告することで、流動性リスクを管理しております。

（２）金融商品の時価等に関する事項

　2024年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり

ます。なお、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません。

（（注１）、（注２）参照）

また、現金は注記を省略しており、預金、売掛金、買掛金、短期借入金、未払法人税等は短期間で決済さ

れるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

（注１）非上場株式（連結貸借対照表計上額1,600千円）は、市場価格がないため、「有価証券及び投資有価

証券」には含めておりません。

（注２）投資事業組合出資金（連結貸借対照表計上額270,978千円）については、組合財産が市場価格のない

株式等で構成されているため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
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区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

有価証券及び投資有価証券

　その他有価証券

 　株式 1,093,633 － － 1,093,633

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

有価証券及び投資有価証券

満期保有目的の債券

 外国債券 － 197,742 － 197,742

 社債 － 499,893 － 499,893

資産計 － 697,635 － 697,635

（３）金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項

　　　　　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ

ルに分類しております。

　レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該

　　　　　　　　　時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

　レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の

　　　　　　　　　算定に係るインプットを用いて算定した時価

　レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれ

ぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

　　　①時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産および金融負債　　　　　　　　　　（単位：千円）

　　　②時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産および金融負債　　　　　　　　　（単位：千円）

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

有価証券及び投資有価証券

　上場株式、外国債券、社債は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されてい

るため、その時価をレベル１の時価に分類しております。一方で、当社が保有している外国債券及び社債

は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル２の

時価に分類しております。
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６．１株当たり情報に関する注記

　　　１株当たり純資産額　　　　 　668円　41銭

　　　１株当たり当期純利益　　　　　70円　39銭

　　　（注）役員報酬ＢＩＰ信託口が保有する当社株式を、「１株当たり純資産額」の算定上、期末発行済株式総

数から控除する自己株式に含めております（586,100株）。また、「１株当たり当期純利益」の算定

上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております（586,100株）。

－ 17 －



（2023年４月１日から2024年３月31日まで）
(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本
準備金

その他
資本剰余金

資本剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金

利益剰余金
合計別途

積立金

新事業開拓
事業者投資
損失準備金

繰越利益
剰余金

当期首残高 1,400,228 1,339,268 155,382 1,494,650 23,700 125,000 24,475 5,798,348 5,971,524

当期変動額

剰余金の配当 △661,385 △661,385

当期純利益 1,058,286 1,058,286

新事業開拓事業者投資損
失準備金の積立

29,459 △29,459 -

新事業開拓事業者投資損
失準備金の取崩

△35,277 35,277 -

株主資本以外の項目の当
期変動額（純額）

当期変動額合計 - - - - - - △5,818 402,719 396,901

当期末残高 1,400,228 1,339,268 155,382 1,494,650 23,700 125,000 18,657 6,201,068 6,368,425

株主資本 評価・換算差額等
純資産
合計自己株式

株主資本
合計

その他有価証
券評価差額金

評価・換算差
額等合計

当期首残高 △503,601 8,362,801 509,026 509,026 8,871,827

当期変動額

剰余金の配当 △661,385 △661,385

当期純利益 1,058,286 1,058,286

新事業開拓事業者投資損
失準備金の積立

- -

新事業開拓事業者投資損
失準備金の取崩

- -

株主資本以外の項目の当
期変動額（純額）

- 137,705 137,705 137,705

当期変動額合計 - 396,901 137,705 137,705 534,607

当期末残高 △503,601 8,759,702 646,731 646,731 9,406,434

株主資本等変動計算書

（注）金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 18 －



個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

（１）資産の評価基準及び評価方法

　有価証券

①　満期保有目的の債券………償却原価法

②　関係会社株式………………移動平均法による原価法

③　その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

……………………………時価法（評価差額は部分純資産直入法により処理し、売却原価は移動平

均法により算定しております。）

市場価格のない株式等

……………………………移動平均法による原価法

なお、投資事業組合への出資（金融商品取引法第2条第2項の規定により

有価証券とみなされるもの）については、組合契約に規定される決算報

告日に応じて入手可能な直近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で

取り込む方法によっております。

（２）固定資産の減価償却の方法

　有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。ただし、建物及び2016年４月１日以降取得した建物附属設備について

は、定額法を採用しております。主な耐用年数は次のとおりであります。

建物　　　　　　　２年～39年

器具備品　　　　　３年～20年

なお、器具備品のうち、特定プロジェクト開発専用のコンピュータ及び周辺機器については取得時

に当該プロジェクトの原価として処理しております。

また、その他のコンピュータ及び周辺機器のうち、取得価額20万円未満のものについては取得時に

一括費用処理しております。

（３）引当金の計上基準

　１）賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、翌事業年度支給見込額のうち当事業年度負担額を計上しており

ます。

　２）役員賞与引当金

役員の賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
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　３）受注損失引当金

受注契約に係る将来の損失に備えるため、将来の損失が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積

ることが可能なものについては、将来に発生が見込まれる額を計上しております。

　４）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度の末日における退職給付債務及び年金資産の見込額に

基づき計上しております。

過去勤務費用は、その発生時に全額費用処理しております。

数理計算上の差異は、３年による定率法により翌事業年度から費用処理しております。

　５）株式報酬引当金

株式交付規程に基づき取締役等に対する株式給付債務の当事業年度末給付見込額を計上しておりま

す。

（４）収益及び費用の計上基準

　顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足す

る通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

　１）開発サービス

開発サービスの主な内容は、受注制作のソフトウェア開発（ソフトウェアの設計、開発、テスト等

の工程）及び保守運用サービス（機能追加・機能改善・システム維持管理等）であります。

開発サービスの履行義務は、契約上合意した顧客仕様のソフトウェア開発及び保守運用サービスの

納品、提供をすることであります。これらのサービスは、顧客に移転する履行義務を充足するにつ

れて、一定の期間にわたり収益を認識しております。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報

告期間の期末日までに発生したプロジェクト原価が、予想されるプロジェクト原価の合計に占める

割合に基づいて行っております。

また、契約の初期段階において、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができない

が、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しておりま

す。

　２）ライセンスの供与

他社からライセンスを仕入れて顧客にそのライセンスを提供するサービス契約に関しては、財又は

サービスを顧客に移転し当該履行義務が充足された一時点で収益を認識しております。

（５）その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結計算書類における会計処理の方法と異

なっております。
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２．収益認識に関する注記

　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報について、「連結注記表　２.収益認識に関

する注記」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

３．貸借対照表に関する注記

（１）有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　　 538,315千円

（２）関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

　　短期金銭債権　　　　　　　　　　　　　　 798,951千円

　　短期金銭債務　　　　　　　　　　　　　　　66,389千円

（３）取締役及び監査役に対する金銭債務

　　金銭債務　　　　　　　　　　　　　　　　 180,975千円

取締役及び監査役に対する金銭債務は、2015年６月25日開催の定時株主総会において、承認可決された

役員退職慰労金制度の廃止に伴う打ち切り支給に係る債務であります。

４．損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

営業取引による取引高

売上高　　　　　　　　　　　　　　　　　　7,513,758千円

外注費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　663,284千円

その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　119,351千円

営業取引以外の取引による取引高　　　　　　　　 16,417千円

５．株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度の末日における自己株式の種類及び株式数

普通株式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　588,832株

なお、上記の株式数には、役員報酬ＢＩＰ信託口が保有する当社株式586,100株が含まれております。
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繰延税金資産

株式報酬引当金 102,910千円

賞与引当金 95,853

減価償却超過額 75,337

役員退職慰労引当金 55,613

資産除去債務 41,004

投資有価証券評価損 37,493

その他 82,174

繰延税金資産小計 490,387

評価性引当額 △272,705

繰延税金資産合計 217,681

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △231,386

前払年金費用 △43,619

新事業開拓事業者投資損失準備金 △9,020

有形固定資産（除去費用） △5,975

繰延税金負債合計 △290,002

繰延税金負債の純額 △72,320

種 類 会社等の名称 所 在 地
資本金又
は出資金
(百万円)

事 業 の 内 容

議決権等の
所有（被所
有 ） 割 合

（％）

関 連 当 事 者
と の 関 係

取 引 の 内 容
取引金額
(百万円)

科 目
期末残高
(百万円)

その他の
関係会社

㈱野村総合研究所 東京都千代田区 24,701
コンサルティング
ITソリューション
IT基盤サービス

（被所有）
直接　20.2

資本・業務提携
開発委託先

ソフトウェアの
開発受託（注）

7,511 売 掛 金 794

　　　１株当たり純資産額 620円　43銭

　　　１株当たり当期純利益 69円　80銭

６．税効果会計に関する注記

　　　　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

７．関連当事者との取引に関する注記

親会社及び法人主要株主等

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等については、一般取引条件と同様に決定しております。

８．１株当たり情報に関する注記

　　　（注）役員報酬ＢＩＰ信託口が保有する当社株式を、「１株当たり純資産額」の算定上、期末発行済株式総

数から控除する自己株式に含めております（586,100株）。また、「１株当たり当期純利益」の算定

上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております（586,100株）。
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